
【関係者の合意後に用地測量・物件調査を行います】

事業に影響する土地の測量を行い、事業用地（道路用地として必要な

土地）を求積するとともに、将来の道路境界に仮の杭を設置します。また、

道路整備に支障となる建物および工作物等の移転に必要な費用を算定

するための調査を行います。

事業予定地内の権利者および関係者に、事業の協力をお願いすると

ともに、路線の整備計画の概要を説明します。
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※この道路事業の流れは、標準的な一例を示したものであり、事業規模等により異なる場合があります。

安城市では、快適かつ安全な道路整備を行うため、地域の皆さま及び関係地権者と事業に対す

る合意形成を図りつつ道路整備を進めています。

交通量等の調査をもとに、渋滞状況や安全面などから道路整備の必

要性を判断し構造やおおよその線形（案）を決めて、地元説明に必要な

図面を作成します。

用地測量、物件調査を基に、土地代金、建物等補償金について権利

者の方々と個別に説明させていただきます。説明した内容を承諾いただ

いた後に契約を行い、土地の所有権移転登記を行います。建物等は所

定の期限までに移転いただきます。

道路工事の発注に必要な詳細設計を行います。

工事の方法、交通規制などを関係者に説明します。

道路工事を実施します。（事前に上下水道、電柱移設、ガス等の関連

工事を実施する場合もあります。）

工事完了後、道路を一般交通に開放します。


